
区政会議で特にご意見を求めたい内容に対する委員からのご意見及び区役所の対応・考え方（令和6年度第2回）
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　港区内のこどもの居場所にて、外部から仕事を請け負っ
て子どもたちが作業をしたことがあったそうで、スマホから
自然と離れることができ、夢中で作業に没頭し達成感を
得たとお話をお聞きしました。
体験を通じて職業観を育てる機会を提供することも、スマ
ホばかりの生活から脱却の一助になるのではないでしょ
うか。例えば、無農薬農法にこだわる農家での農業体験
を企画し、子どもたちに自然や動物、虫などと触れ合う中
で大切なことを感じてもらう機会はどうでしょうか。
　短期的には、子どもたちが利用するアプリやSNSの提供
元と連携し、ペアレンタルコントロール機能の普及や使用
状況の管理を容易にする機能の改善を働きかけるべきで
す。また、フィルタリングや制限時間の設定をより分かりや
すくする取り組みも推進すべきと考えます。

　ご提案ありがとうございます。スマートフォンからの脱却には、その代替策
の提供等が必要とのご意見と存じます。また、ペアレンタルコントロール機
能やフィルタリングを通じて、利用時間やアクセスするコンテンツを制限す
ることの普及・啓発が重要であるとのご意見と存じます。
　港区役所では、令和5年度から小中学校でのキャリア教育や体験活動を
支援するため、協力いただける企業や団体を登録し「OSAKAみなと未来
教育ネットワーク」を設けています。
　こうした仕組みの中で、子どもたちがスマートフォン・SNSから脱却できる
時間を増やすための講義や啓発に協力していただける企業様や団体様を
発掘してまいりたいと考えています。
　一方、スマートフォンやSNSの利用が、子ども達にプラスの効果をもたら
す活用方法もあると思われます。また、これらにはマイナス面やリスクがあり
ながらも、子ども達にとってが身近に存在しているのが現実です。さらに
は、子ども達だけでなく、その保護者の方々がスマートフォンやSNSを使っ
ている姿を子ども達も身近に見ている状況もあります。
　こうした中で、どのように区や学校が、啓発や取組みを進めるべきか、ま
た、そのターゲットは子ども達なのか、それとも保護者なのかなど、改めて、
こども青少年部会でもご意見を伺い、必要な取組みについて、できるもの
から順次、施策に反映させてまいりたいと考えています。

　SNSの普及により、子どもの性被害問題が取り上げら
れるようになっていますが、日本では依然として子ども（大
人も）への性被害への取組が遅れています。
また、指導者育成も遅れています。教育としては早ければ
早い方が望ましいので、ユネスコが提唱している5才時か
らの教育について、港区から先駆けて実施しては如何で
しょうか？

　ご提案ありがとうございます。SNSの普及により子どもの性被害の問題
に対するご指摘と存じます。
　現在、大阪市では各校の実情に応じた「性・生教育」に取組まれることに
なっており、例えば南市岡小学校ではこれを「『生きる』教育」として取組ま
れています。また、11月16日に開催された港区ＰＴＡ協議会研修会の分科
会として、ＰＴＡの方々を対象に「命の安全教育」の講座が行われているな
ど、重要性が高まっている課題と認識しています。
　ご意見をいただいた「幼児期からの性教育」については、こども青少年部
会でもご意見を伺うとともに、知見を持つ方々のご意見も伺ってまいりたい
と存じます。そのうえで、必要な取組みについて、できるものから順次、施策
に反映させてまいりたいと考えています。
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【スマートフォン・SNSのこどもたちへの
影響】
　スマートフォン・SNSはこどもたちにとって
非常に身近な存在となっている中、令和６
年度の全国学力・学習状況調査の結果に
おいて、スマートフォンの長時間使用の割
合が全国に比べて大阪市は高い状況であ
ること、また、令和４年と令和６年を比べて
その割合が増加傾向にあること、さらに
「長時間使用と平均正答率の低下が関連
する結果」が示されました。
　また、近年ではSNSを起因とする事犯も
増加しており、特に小学生の被害は年々増
加しておりネット犯罪へのリスクも高まって
います。
　これらを踏まえ、こどもたちとスマートフォ
ン・SNSの付き合い方について、どのよう
に対応していくことがよいかご意見を伺い
ます。
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